
公園使用許可申請 「電子申請システム」による手続きの流れ 

 

 

公園使用料 
免除    有り 

事前相談 

関係機関へ報告・相談 

電子申請システムによる 
許可申請 

 

内容の審査 

使用料の 
納入確認 

公園使用許可書発行 

・公園使用許可を申請する場合は、公園監理課に直接ご来課またはお電話の
上、事前相談を行ってください。許可可能な使用内容か等の確認を行いま
す。 

・「堺市電子申請システム」へのアクセス 
堺市ホームページ → オンラインサービス → 堺市電子申請システム → 手
続き一覧（事業者向け）→ 手続き一覧から「公園使用許可申請」を選択 

※ 利用者登録後、申請可能となります。 
・システムの入力項目に沿って内容を入力、必要書類をアップロードし、申請して

ください。 
・申請後、３日以内に審査開始のメールが届きます。届かない場合は下記の問
い合わせ先までご連絡ください。（土日祝、年末年始は除きます） 

・公園使用料が決定し次第、メールにて通知いたしますので、電子申請システム
内での支払いをお願いします。 

※領収書の発行は出来ません。（領収書が必要な場合は現金でお支払いくだ
さい。） 

・支払い後、市で支払い済みであることを確認します。 

・公園使用許可書（紙）を発行します。本許可書をもって公園を使用すること
ができますので、受け取りをお願いいたします。 

・許可書発行の当日以降に手続き完了メールが届きます。 

・申請内容によっては、公園事務所との協議、消防署・警察署・保健所への報
告が必要な場合があります。 

問い合わせ先：堺市 公園監理課 管理係 

〒590-0078  堺市堺区南瓦町 3番 1 号 

TEL：072-228-7824  Fax：072-228-1336 

使用料の通知 

・審査開始のメール送付後に書類の審査を行います。不備等があれば、内容の
確認や修正について電話やメールにてご連絡いたします。 


